
７福薬発第２２６号 

令和７年１１月１１日 

 

各地区薬剤師会会長 殿 

 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

会長 小田 真稔    

 

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における 

近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗につ

いては、７福薬発第 173 号にてお知らせしたところですが、販売する薬局等並

びに薬剤師に求められる事項のうち「近隣の産婦人科医等との連携体制の構築」

について、日本薬剤師会を通じて別添のとおり連絡がありましたのでお知らせ

いたします。 

また、本通知において、「薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県

薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でと

りまとめる『緊急避妊薬販売薬局等名簿』と、都道府県医師会で産婦人科医が所

属する医療機関をとりまとめた『連携医療機関名簿』の相互の共有をもって、連

携体制とすることができる」と示されましたので、本会も福岡県医師会と連携体

制の構築を進めてまいります。 

つきましては、緊急避妊薬の販売を行う薬局・店舗の情報を集約するため、本

会 Web サイトに、上記「緊急避妊薬販売薬局等名簿」掲載フォームを公開いたし

ました。本フォームに入力いただいた内容は、福岡県医師会へ提供する情報とな

りますので、入力に誤りがないようご注意ください。 

ご多忙中とは存じますが、貴会会員へご周知いただきますようお願い申し上

げます。 

記 

 

◆緊急避妊薬販売薬局等名簿掲載フォーム（Google フォーム） 

https://x.gd/wDiSO 

 

◆福岡県薬剤師会Ｗｅｂサイト > トップページ > 緊急避妊薬の調剤及び販売について 

https://www.fpa.or.jp/member/yakkyoku-i/_2976.html 

以 上 

https://x.gd/wDiSO
https://www.fpa.or.jp/member/yakkyoku-i/_2976.html


日薬業発第２８１号               

令和７年１０月２８日 

 

 都道府県薬剤師会会長 殿 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  岩 月  進 

（ 会 長 印 省 略 ） 

 

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における 

近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について 

 

 平素より本会会務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗につい

ては、令和７年９月18日付け日薬業発第232号でお知らせしたとおりですが、その

際、販売する薬局等並びに薬剤師に求められる事項のうち「近隣の産婦人科医等と

の連携体制の構築」に関しては別途通知するとされておりました。 

 今般、その詳細について示されましたのでお知らせいたします（別添１）。 

 本通知においては、薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会

との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊

急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関

名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。 

 都道府県薬剤師会におかれましては、名簿の共有による連携体制の構築について、

都道府県医師会のご協力をいただけるようご相談をいただき、都道府県単位での連

携体制の構築に取り組まれるようお願いいたします。なお、その際の留意事項等に

ついては、別添２のとおりです。 

 連携体制の構築に関しては、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長から公益社団

法人日本医師会、公益社団法人日本産婦人科医会にも協力依頼がされておりますこ

とを申し添えます。 

 また、需要者を適切に近隣の産婦人科医等につなげる観点から、薬局と産婦人科

医等との間で、緊急避妊薬の販売状況や販売困難事例への対応策等について定期的

に意見交換の場を設けることが示されております。連携体制が構築された後におい

ても、都道府県医師会と都道府県薬剤師会の間で意見交換の場を設け、医師と薬剤

師の連携、関係支援機関と連携した対応等がよりよいものとなるよう、継続的な取

り組みをお願い申し上げます。 

 



 

＜別添＞ 

1. 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等と

の連携体制の構築について（令和７年10月 28 日．厚生労働省医薬局総務課・

同審査管理課事務連絡）※医薬総発1028第１号、医薬薬審発1028第１号 

2. 緊急避妊薬のスイッチ OTC 化に伴う薬剤師及び産婦人科医の連携体制の構築に

ついて（協力依頼）（令和７年10月 15日.医薬薬審発1015第１号） 



 

事 務 連 絡 

                                                令和７年 10月 28日 

 

 

（別記） 御中 

 

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 

 

 

 

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における 

近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について 

 

 

 標記について、別添写しのとおり、各都道府県、保健所設置市、特別区衛生主

管部（局）長宛てに通知しましたので、貴会会員に対し周知いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

noriko-komatsu

別添１



 

（別記） 

 

公益社団法人日本薬剤師会 

 

一般社団法人日本保険薬局協会 

 

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会 

 

公益社団法人日本医師会 

 

公益社団法人日本産婦人科医会  

 



 

医薬総発 1028 第１号 

医薬薬審発 1028 第１号 

令和７年 1 0 月 2 8 日 

 

   都 道 府 県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局）長 殿 

   特 別 区 

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における 

近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について 

 

 

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗に

ついては、「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売

業の店舗について」（令和７年９月 18日付け医薬総発 0918第２号／医薬薬審発

0918 第３号。以下、「調剤・販売通知」という。）により、各都道府県等衛生主

管部（局）長宛てお知らせしたところです。 

調剤・販売通知３．（１）③で規定する「近隣の産婦人科医等との連携体制

を構築」の詳細については別途通知することとしていたところ、今般、下記の

とおり示しますので、御了知いただくとともに、貴管下の薬局・店舗販売業の

店舗、関係団体等に対し周知をお願いします。 

なお、本件については、要指導医薬品たる緊急避妊薬を製造販売しようとす

る製造販売業者、公益社団法人日本薬剤師会、一般社団法人日本保険薬局協会、

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会、公益社団法人日本医師会及び

公益社団法人日本産婦人科医会にも通知していることを申し添えます。 

 

記 

 

１．調剤・販売通知３．（１）③で規定する「近隣の産婦人科医等との連携体

制を構築」については、所在する地域の都道府県薬剤師会と都道府県医師会



㊢




 

との間で予め合意されている場合においては、所在する都道府県薬剤師会で

管理し、都道府県医師会へ共有される「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載

されていることをもって、連携体制とすることができることとする。この際、

都道府県薬剤師会は、薬局の管理者（店舗販売業の店舗の場合は店舗管理者）

からの要請により「緊急避妊薬販売薬局等名簿」へ当該薬局・店舗販売業の

店舗を掲載した場合には、その旨を薬局・店舗販売業の店舗に通知すること。

併せて、都道府県薬剤師会は、都道府県医師会に「緊急避妊薬販売薬局等名

簿」を提供するとともに、都道府県医師会から「連携医療機関名簿」の提供

を受け、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されている薬局・店舗販売業

の店舗へ共有すること。薬局・店舗販売業の店舗は、都道府県薬剤師会から

の掲載完了通知・連携医療機関名簿の共有をもって、連携体制とすること。

なお、名簿の作成・共有が困難な場合等においては、販売しようとする薬

局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携

することでも差し支えない。 

 

２．「緊急避妊薬販売薬局等名簿」は薬局・店舗販売業の店舗単位で管理する

こととするが、既に掲載されている薬局・店舗販売業の店舗において販売す

る薬剤師に変更があった場合には、薬局・店舗販売業の店舗から所在する都

道府県薬剤師会に対し、名簿更新要請を行うこと。 

 

３．１．において、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人

科医が所属する個々の医療機関と連携を構築する場合にあっては、連携構築

に係る文書（参考様式別添）を取り交わし、販売しようとする薬局・店舗販

売業の店舗及び連携医療機関において適切に保管すること。 

 

４．需要者を適切に近隣の産婦人科医等につなげる観点から、販売しようとす

る薬局・店舗販売業の店舗は、定期的に、１．で連携している産婦人科医等

との間で、緊急避妊薬の販売状況や販売困難事例への対応策等について、意

見交換の場を設けることが望ましいこと。なお、名簿共有により連携体制を

構築している場合にあっては、都道府県薬剤師会と都道府県医師会との間で、

当該意見交換の場を設けることをもって代えることでも差し支えないこと。 

 



（参考様式別添） 

 

 

緊急避妊薬販売に係る連携体制について 

 

 

「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等と

の連携体制の構築について」（令和７年10月28日付け医薬総発1028第１号、医薬薬

審発1028第１号）に基づく要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売に係る連携体制の構

築について、下記の薬局・店舗販売業の店舗と医療機関の間で確認する。 

 

令和○年○月○日 

 

 

＜薬局・店舗販売業の店舗及び薬剤師名＞ 

Ａ薬局（Ｂ薬剤師（研修修了証発行番号）、Ｃ薬剤師（研修修了証発行番号）） 

 

 

＜医療機関及び産婦人科医名＞ 

Ｄ病院（Ｅ産婦人科医） 

 

 

※ 本文書は薬局・店舗販売業の店舗及び医療機関において適切に保管すること。 

 



 

医薬薬審発 1015 第１号 

令 和 ７ 年 1 0 月 1 5 日 

 

公益社団法人日本薬剤師会 会長 殿 

 

 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

緊急避妊薬のスイッチ OTC化に伴う 

薬剤師及び産婦人科医の連携体制の構築について 

（協力依頼） 

 

平素より薬事行政の推進に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

緊急避妊薬のスイッチ OTC化に関しては、平成 28年に医療用から要指導・一

般用への転用に関する評価検討会議においてスイッチ OTC 化の要望を受理した

ことを踏まえ、平成 29年より同会議で検討を重ねてきたほか、検討結果を踏ま

えたスイッチ OTC化に際した課題への対応策検討のために、令和５年 11月から

は調査研究事業を実施しております。調査研究事業の遂行にあたっては、貴会

及び都道府県薬剤師会から多大な御協力をいただいていることに、改めて感謝

申し上げます。 

今般、令和７年度第２回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会において、緊

急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されたことを受け、

今後、薬局・店舗販売業の店舗（以下「薬局等」という。）において、要指導

医薬品たる緊急避妊薬の販売が開始されることが予定されますが、この際、調

査研究事業の結果を踏まえ、販売を行う薬局等には「近隣の産婦人科医等との

連携体制の構築」が、その要件の一つとして課されております。 

今般のスイッチ OTC 化に際しての薬剤師及び産婦人科医による連携体制の構

築については、調査研究事業の経験を有する貴会に、是非とも御協力をお願い

したく、つきましては、下記に示す薬剤師及び産婦人科医の連携体制の構築に

御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．「緊急避妊薬販売薬局等名簿」の作成について 

（１）要指導医薬品たる緊急避妊薬を薬局等において販売する際、 

noriko-komatsu

別添２



 

① 薬局等に緊急避妊薬を求めたが、薬剤師が販売不可と判断した場合 

② 販売可であっても医師による診察が必要と薬剤師が判断した場合 

③ 服用から３週間後に受診する先がない場合 

等のケースにおいては、需要者を、薬剤師から産婦人科医へ適切に紹介す

る必要があります。また、服用後の予期せぬ妊娠成立時に中絶の機会を逸

さない対応が必要であるほか、性暴力への対応の観点からも、薬剤師と産

婦人科医の連携が重要です。 

（２）上記連携に関しては、所在する地域の都道府県薬剤師会と都道府県医師

会との間で予め合意されている場合においては、所在する都道府県薬剤師

会及び都道府県医師会で管理される名簿を共有することをもって、連携体

制とすることができることとする方向で調整中です。そのため、名簿の共

有による連携体制の構築を行おうとする都道府県薬剤師会におかれては、

都道府県医師会に対してその旨を申し入れ、都道府県単位での連携体制の

構築に取り組まれるようお願いいたします。なお、名簿の作成・共有が困

難な場合等においては、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣

の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携することでも差し支えあり

ません。 

（３）その上で、地域の都道府県薬剤師会と都道府県医師会との間で合意され

た場合にあっては、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗を都道府県

ごとにとりまとめた「緊急避妊薬販売薬局等名簿」の作成につきまして、

ご協力いただきますようお願いいたします。なお、「緊急避妊薬販売薬局

等名簿」の作成につきましては、令和７年 11月末までを目途としてとりま

とめをお願いいたします（様式別紙）。 

（４）とりまとめた「緊急避妊薬販売薬局等名簿」については、都道府県医師

会に対して共有いただくとともに、都道府県医師会から「連携医療機関名

簿」の提供を受け、緊急避妊薬販売薬局等名簿に掲載された薬局等に当該

名簿の共有をお願いいたします。また、連携体制構築の確認のため、「緊

急避妊薬販売薬局等名簿」については、都道府県薬剤師会から医薬品審査

管理課（ ec-training@mhlw.go.jp ）まで共有をお願いいたします。 

（５）なお、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」の初版を作成して以降に御協力い

ただける薬局等に追加又は変更等があった場合には、適宜、「緊急避妊薬

販売薬局等名簿」を更新し、都道府県医師会及び医薬品審査管理課に対し、

共有をお願いいたします。 

 

２．意見交換の場の設置について 

薬剤師及び産婦人科医による連携のもと、需要者を適切に近隣の産婦人科

mailto:ec-training@mhlw.go.jp


 

医につなげる観点から、１．で連携する薬剤師と産婦人科医との間で、緊急

避妊薬の販売状況や販売困難事例への対応策等について意見交換の場を設け

ていただくことが望ましいと考えております。地域の状況に応じて、意見交

換の場の設置についてご協力をお願いいたします。なお、都道府県薬剤師会

と都道府県医師会との間で、当該意見交換の場を設けることをもって代える

ことでも差し支えありません。 



（別紙）

No. 都道府県 施設名 施設住所 施設連絡先
研修修了薬剤氏名
（複数名記載可）

研修修了証発行番号
（複数名の場合、全員分を対応す

るように記載）

備考
（何か留意事項あれば）

1

2



 

事 務 連 絡 

令和７年 10月 10日 

 

 

公益社団法人日本薬剤師会 御中 

 

 

 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 

 

 

 

緊急避妊薬のスイッチ OTC化に伴う 

産婦人科医及び薬剤師の連携体制の構築について 

（協力依頼） 

 

 

 標記について、別添写しのとおり、公益社団法人日本医師会 担当理事宛てに

通知しましたので、貴会会員に対し周知いただきますようよろしくお願いいた

します。 

 

 

 



医薬薬審発 1010 第７号 

令 和 ７ 年 1 0 月 1 0 日 

 

公益社団法人日本医師会 担当理事 殿 

 

 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

緊急避妊薬のスイッチ OTC化に伴う 

産婦人科医及び薬剤師の連携体制の構築について 

（協力依頼） 

 

平素より医療・薬事行政の推進に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

緊急避妊薬のスイッチ OTC化に関しては、平成 28年に医療用から要指導・一

般用への転用に関する評価検討会議においてスイッチ OTC 化の要望を受理した

ことを踏まえ、平成 29年より同会議で検討を重ねてきたほか、検討結果を踏ま

えたスイッチ OTC化に際した課題への対応策検討のために、令和５年 11月から

は調査研究事業を実施しております。調査研究事業の遂行にあたっては、貴会

及び公益社団法人日本産婦人科医会からお力添えをいただき、特に「連携体制

の構築」にあたっては、都道府県医師会及び都道府県産婦人科医会の先生方に

も多大な御協力をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。 

今般、令和７年度第２回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会において、緊

急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されたことを受け、

今後、薬局・店舗販売業の店舗（以下「薬局等」という。）において、要指導

医薬品たる緊急避妊薬の販売が開始されることが予定されますが、この際、調

査研究事業の結果を踏まえ、販売を行う薬局等には「近隣の産婦人科医等との

連携体制の構築」を、その要件の一つとして課しております。 

今般のスイッチ OTC 化に際しての産婦人科医及び薬剤師による連携体制の構

築については、調査研究事業の経験を活かすとともに、母体保護法指定医師の

関与も重要であることから貴会及び都道府県医師会に、是非とも御協力をお願

いしたいと考えております。 

つきましては、別添資料を御参照の上、下記に示す産婦人科医及び薬剤師の

連携体制の構築に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、

本件については、公益社団法人日本産婦人科医会及び公益社団法人日本薬剤師

会にも通知していることを申し添えます。 

ISYKY
テキスト ボックス
㊢




記 

 

１．「連携医療機関名簿」の作成について 

（１）要指導医薬品たる緊急避妊薬を薬局等において販売する際、 

① 薬局等に緊急避妊薬を求めたが、薬剤師が販売不可と判断した場合 

② 販売可であっても医師による診察が必要と薬剤師が判断した場合 

③ 服用から３週間後に受診する先がない場合 

などのケースにおいては、需要者を、薬剤師から産婦人科医へ適切に紹介

する必要があります。また、服用後の予期せぬ妊娠成立時に中絶の機会を

逸さない対応が必要であるほか、性暴力への対応の観点からも、産婦人科

医と薬剤師の連携が重要です。 

（２）そのため、薬剤師との連携にご協力いただける産婦人科医が所属する医

療機関を都道府県ごとにとりまとめた「連携医療機関名簿」の作成につき

まして、ご協力いただきますようお願いいたします。また、「連携医療機

関名簿」の作成につきましては、令和７年 11月末までを目途としてとりま

とめをお願いいたします（様式別紙）。 

（３）この際、本連携の目的の一つに、服用後の予期せぬ妊娠成立時に中絶の

機会を逸さない対応が挙げられていることに鑑み、連携の中には「母体保

護法指定医師」が含まれるよう、御配慮をお願いいたします。 

（４）また、都道府県医師会におかれましては、都道府県薬剤師会から協力依

頼の申入れがあった場合には、都道府県薬剤師会に対して「連携医療機関

名簿」を御提供いただくとともに、都道府県薬剤師会から「緊急避妊薬販

売薬局等名簿」の提供を受け、御協力いただける産婦人科医に当該名簿の

共有をお願いいたします。 

（５）なお、連携医療機関名簿の初版を作成して以降に御協力いただける産婦

人科医に追加又は変更等があった場合には、適宜、「連携医療機関名簿」

を更新し、都道府県薬剤師会に対し共有していただけますと幸いです。 

 

２．意見交換の場の設置について 

産婦人科医及び薬剤師による連携のもと、需要者を適切に近隣の産婦人科

医につなげる観点から、１．で連携する産婦人科医と薬剤師との間で、緊急

避妊薬の販売状況や販売困難事例への対応策等について意見交換の場を設け

ていただくことが望ましいと考えております。地域の状況に応じて、意見交

換の場の設置についてご協力をお願いいたします。なお、都道府県医師会と

都道府県薬剤師会との間で、当該意見交換の場を設けることをもって代える

ことでも差し支えありません。 



医薬局 医薬品審査管理課

令和７年10月

緊急避妊薬のスイッチOTC化に際した
産婦人科医及び薬剤師の連携体制の構築について

1

（別添資料）



連携の趣旨

2

⚫ 現在の「緊急避妊薬販売に係る試験販売事業」は、以下の条件を満たす協力薬局にて実施している。
a. オンライン診療に基づく緊急避妊薬の調剤の研修を終了した薬剤師が販売可能
b. 夜間及び土日祝日の対応が可能
c. プライバシー確保が可能な販売施設（個室等）を有する
d. 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築可能

⚫ 研究事業においては、
① 薬局に緊急避妊薬を求めに来たが、販売不可と判断した場合
② 販売可であっても医師による診察が必要と薬剤師が判断した場合
③ 服用から３週間後に受診する先がない場合
などのケースでは、連携産婦人科医を紹介しているほか、薬剤師が判断に迷った場合に連携産婦人
科医へ相談している例も見受けられた。

⚫ 薬剤特性の観点から、本剤服用後も妊娠が成立してしまった場合に中絶の機会を逸さない対応が必
要であるほか、性暴力への対応の観点からも、スイッチOTC化された後も引き続き、産婦人科医等と
薬局との連携が重要と考える。



今後の連携体制の確認について（イメージ）

3

A. 各薬局と各産婦人科医との間で個別に文書交換

都道府県薬剤師会さま 都道府県医師会さま

薬局

産婦人科医

B. 薬局、産婦人科医の一定の塊との間で文書交換



連携に向けた厚生労働省からの依頼事項

4

日本医師会さまにお願いしたいこと

⚫ 都道府県医師会さまに「スイッチOTC化に当たっての連携産婦人科医となる医師が所属する医療機
関のとりまとめ」をお願いいたします。

⚫ 都道府県によっては、都道府県医師会の幹部に産婦人科医が含まれていない場合もあると聞いてお
り、そのような都道府県では、本連携の意図が十分に汲み取られることなく、取りまとめがなされる可
能性があります。そのようなことが無きよう、周知の際は、本連携の意図を都道府県産婦人科医会へ
十分に周知して上で、協力要請をお願いいたします。

⚫ 具体的には、本連携の目的の一つに、予期せぬ妊娠をした女性の中絶へのアクセス担保が挙げられて
いることを踏まえ、連携の中には「母体保護法指定医師」が含まれるよう、ご配慮をお願いいたします。

連携内で実施すること

⚫ 研究事業における①②③などのケースにおける協力や、薬剤師が判断に迷った場合の問い合わせ先
として連携をお願いいたします（スライド２枚目参照）。

⚫ また、販売状況や販売困難事例等の共有を目的とした情報交換を年に１回程度、開催して頂ければと
考えています。（日本薬剤師会とも相談中）



（参考）要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局等への要件

5

３．要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに販売する薬剤師について

（１）要指導医薬品たる緊急避妊薬を製造販売しようとする製造販売業者（以下、「製造販売業者」とい

う。）は、販売しようとする薬局及び店舗販売業の店舗について、以下の①から③の要件を全て満たして

いることを確認した上で要指導医薬品たる緊急避妊薬を卸すこととし、承認条件で付された事項の確実

な履行を確保すること。

① 研修修了薬剤師が勤務していること
② プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水の確保等に対応できるよう
な体制を整備していること

③ 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について（令和７年９月18日付け医薬総発0918第２号・医薬薬審発0918第３号）
［197KB］

別ウィンドウで開く

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001565836.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001565836.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001565836.pdf


（参考）調査事業における連携体制の構築

6



（参考）調査事業における連携体制の構築

7



（参考イメージ）
１６歳未満、性暴力等の被害者や被害が疑われる者等への対応

販売不可
（妊娠が疑われる場合、服用非同意など）

販売可

需要者

購入者の状況やニーズに応じ、
薬局を起点とし、関係者が連携
する支援体制のモデルを構築

販売可否判断に係る記録は薬
機法上、薬局等で２年間保存
（個人情報は残さない）

チェックリストは紙だけで
なく、電子的なものも可
（ブラウザ、アプリ等）

連携産婦人科・小児科

児童相談所等

ワンストップ支援センター

チェックリストにより必要事項を確認
（年齢、本人確認、服用同意等）
※プライバシーに十分配慮しつつ実施

需要者

研修修了薬剤師

販売可否判断

薬剤師による共有支援 薬剤師による共有支援

販売可否に関わらず、
性暴力などの被害（恐れ）

相談窓口
啓発リーフレット

面前服用

薬局（ハブ機能）

販売可否に関わらず、
• 16歳未満
• 短期間の繰り返し購入 連携産婦人科・小児科

への受診勧奨
相談窓口

啓発リーフレット

相談窓口
啓発リーフレット

地域の中で健康増進
支援薬局（認定）が
担えるように期待

8



（別紙）

No. 都道府県 医療機関名 医療機関住所
医師名

（複数名記載可）
母体保護法指定の有無

備考
（何か留意事項あれば）

1

2
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